
平成 28年度第 3回平塚市国民健康保険運営協議会

次  第

日 時 平成 29年 二月 26日 (木 )

午後 2時 15分～

平塚市役所本館 7階  710会 議室場 所

1 開 会

2鶴 題

(1)平成 29年度平塚市国民偉康保険事業運営基本方針 (案)について

(2)平塚市国民健康保険税条例の一部改正について

(3)平成 30年度国保制度改革について
｀

(4)その他

3 閉 会



平成29年度平塚市国民健康保険事業運営基本方針 (案 )

平塚市 住康・こども部 保険年金際

1 平成29年度平塚市国民健康保険事業運営基本方針 (来 )

平成 30年度の国民健康保険制度改革に向けて、若実に取り組むとともに、保

険税収納率の向上対策、被保険者資格適用の適正化、医療費の適正化、保健事業

の推進に取り組んでいきます。

(1)国民健康保険制度改革に向けた着実な取組み

1 改革に向けた事務の円滑な推進

平成 30年度からの国民健康保険税度改革に向けて、県や県貝民健康

保険連合会と連携を密にし、条例改正や事務の標準化などを円滑に進め

ます。
2 国民健康保険関連システムなどの構築

市の国民健康保険関連システムの改修と検証、県や県国民健康保険連

合会とのシステム構築などを着実に進めます。

3 国民健康保険事業の周知

国民健康保険事業に対する被保険者の理解と協力が得られるように、

市ウェプ、パンフレントなどを通じて広報し、国民健康保険制度と本市

国民健康保険財政の現状について周知に努めます。

(2)国民健康保険税収納率の向上対策

目標 :現年、滞納繰越分合計の収納率を前年度比 +0.2ポイントとする

。 納付環境の円滑な運用の整備 (導入済のもの)

◇ 当初納税通知書をコンビニ対応納付書に

付書付き督促状 (平成21年 12月 から実施)

通徴収の納期ごとの分割金額の端数処理を千円未満から百円未

とし、最初の納期とその後の納期の納付金額を平準化 (平成22年

)

金からの特別徴収を実施 (平成22年 10月 から実施)

納実務経験者を2名配置
● 財産調査を含む高額滞納者に対する滞納処分の強化

0 口座振替の勧奨、特に新規加入世帯への勧奨

● 嘱託員等の配置の見直し

◇ 訪問徴収嘱託員を1名減らし、県税O Bttl名 を配置する方向で

滞納処分強化を検討する

。 納税課との情報連携により執行停止等の事務の効率化

0早期滞納者に対し、電話催促や戸別訪間による納付指導

● 資格証明書及び短期証交付世帯における接触機会の確保と納付指導

● 居所不明調査に基づく執行停上の計画的実施及び徴収見込みのない

世帯の執行停止

● 休日開庁 (月 例)を利用した納付及び納付相談の実施

● 徴収嘱託員と収納担当者との連携の強化

納
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◇
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。 所得未申告者の調査
● 納付困難な世帯への減免制度の周知・活用

● 未納が解消しない世帯に財産調査を実施し、「財産調査着手事前通知

書」や「差押処分実施通知書Jを送付

● 催告状の効果を高めるためのカラー化

(3)被保険者資格適用の適正化

1 居所不明の調査の強化

2 医療保険未加入者や医療保険二重加入者等に対する広報

(4)医療費の適正化

1 審査・調査の向上

・ レセプ ト点検専門嘱託員によるレセプ ト内容点検の習熟度の向上

・ 『傷病原因調査一覧Jを有効に活用し、第二者加害行為事故、労災

事故等の発見に努める
。 療養費支給申請書の二次点検及び被保険者調査を毎月実施

・ 療養費支給申請書の被保険者調査結果に基づく、療養費支給申請書

の点検の充実を図る(初検料算定の疑義がある申誇書の返戻の実施)

・ 県国民健康保険連合会へ必要があると認、められるときは海外療養費

の不正受給対策業務を委託し、海外療養費支給の適正化に努める

2 医療費削減に向けた周知

・ ジェネリック医薬品差額通知の対象医薬品 (鎮痛・鎮痒・収敏・消

炎剤、その他のアレルギー用薬)を 2つ追加

・ ジェネリック医薬品差額通知を年 3回、実施

・ 被保険者証の交付時に、裏面の臓器提供意思表示襴の個人情報保護

のため、ジェネリック医薬品希望意思表示シールを配布

・ 医療費通知を年 4回、実施

・ 減額査定通知を年 2回実施

3 その他

・ 重複・多重受診者に対し、適正受診への指導を実施

・ 不当利得 (資格喪失後の受診による医療費の返還など)の保険者問調

整の実施

(5)保健事業の推進 (特定健康診査・特定保健指導を含む)

1 特定健康診査・特定保健指導実施計画の実施・策定

・ 特定健康診査・特定保健指導実施計画 (第 2期)に基づく円滑な事

業展開の実施。平成 30年度から実施する同計画 (第 3期)の策定
。 国保データベースシステムによる医療費等の分析に基づいた国民健

康保険データヘルス計画を、特定健康診査・特定保健指導実施計画

(第 3期)と一体化して策定

2 特定健康診査・特定保健指導の受診率・実施率の向上

・ 電話による特定健康診査受診勧奨を予定。

・ ダイレクトメール (DM)による特定健康診査受診勧奨を年 2回実

施。このうち 1回は受診率の低い年齢層に対し、他の年齢層とは別

の内容のDMを送付。
・ FM湘南ナパサ「健康福祉ふれあい広場Jの年 2回の広報など
。 国民健康保険人間 ドンク実施機関の拡充

-2-



3 健康課 (保健センター)との連携

・ 特定保健指導の実施 (健康課)

4 適切、時宜的なパンフレットの窓日配布

2 平成29年度国民健康保険事業特別会計当初予算 (案)の概要

総額

平成 29年度当初予算案の歳入歳出総額は、前年度比 0.3ポイント、8,900

万円の増カロの 339億 4,400万円となります。平成 27年度を上回り、過去最

大の予算規模となります。

また、平成 30年度の国保制度改革により、30年度以降は県が財政運営の

責任主体となり、県内市町村に対し中心的な役割を果たすことになります。

本市が単独の保険者で運営する国民健康保険事業としては、平成 29年度が

最後の予算となります。

国民健康保険税は前年度の 28年度当初予算と比べて、二億 3,977万円余

減の 63億 8,929万円を計上しています。被保険者数の減少による減額を見

込んでいます。

税率と賦課割合の見直しについては、平成 28年度に税率を変更している

こと、平成 30年度の国保制度改革で税率の見直し方が全国の標準的な方法

に大きく変わり、税率改定が必要となることから、平成 29年度は行いませ

ん 。

国庫支出金は、定率国庫負担金である療養給付費等負担金、高額医療費共

同事業負担金、特定健康診査等負担金、財政調整交付金等の交付見込額とし

て 59億 998万 円余を計上しています。

療養給付費交付金は退職者医療制度による交付金で、歳出の退職被保険者

等に係る療養給付費等の保険給付費、後期高齢者支援金等に対する交付金見

込額として 3億 6,094万円余を計上しています。退職者医療制度の対象者で

ある退職被保険者数の減少による減額を見込んでいます。

前期高齢者交付金は、平成 23年度から平成 28年度までの交付実績から推

計して、79億 79万円余を計上しています。

県支出金は、高額医療費共同事業負担金、特定健康診査等負担金t県財政

調整交付金として 17億 8,082万円を計上しています。

共同事業交付金は、国民健康保険の再保険にあたるもので、高額医療費共

同事業交付金と保険財政共同安定化事業交付金を合わせて77億 3,812万円を

計上しています。

繰入金は、法定繰入金とその他一般会計繰入金を計上しています。その他

一般会計繰入金は財政援助的な繰入金で、主に保険税水準を引き下げた分を

補うものとして、療養給付費に充てられています。前年度当初予算と比べて

300万円増の 14億 9,961万円余を計上しています。

総務費に国民健康保険制度改革に伴うシステム改修費を計上しています。

保険給付費の一般被保険者分の療養給付費、高額療養費は、被保険者数は

減少するものの、医療の高度化や、平成 29年が診療報酬の改定年ではないこ

歳入

歳 出

-3-



とから、1人当たり保険者負担額は増加すると見込みました。一般被保険者

分の療養給付費は、前年度比2.9ポイント増の 171億 1,351万円余りを計上

しています。また、退職被保険者等分の療養給付費、療養費、高額療養費は、

対象となる元の人数が少ないことから退職被保険者等の人数の減少が大きく

影響すると見込み、減で計上しています。保険給付費全体では前年度比 0。 9

ポイント増の202億 1,327万円余を計上しています。

後期高齢者支援金等及び前期高齢者納付金等は、平成 23年度から平成 28

年度までの実績から推計し、後期高齢者支援金等が前年度比5.7ポイント減

の39億 4,946万円余を、前期高齢者納付金等が前年度比25,9ポイント減少

の325万円余を計上しています。
老人保健拠出金は、老人保健制度が平成 20年 3月 31日 で廃止されている

ことから、精算処理の所要見込額を計上しています。

介護納付金は、国民健康保険に加入している40歳から64歳までの介護保

険2号被保険者数の減少と1人当たり負担額の伸び率、実績等を勘案し、前

年度比7.8ポイント減の 13億 4,410万円余を計上しています。

共同事業拠出金は、歳入でご説明しました共同事業交付金の原資にあたる

もので、前年比2.7ポイント増の 77億 3,813万円を計上しています。
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平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 (案)について

～ 低所得者に係る国民健康保険税の

軽減判定所得の見直しについて ～

1 改正の要旨
地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者の国民健康保険税の軽減判定所

得の基準の引き上げを行うものです。

(1)5割軽減基準額
【現行】

33万円 +26万 5= OOO円  × 被保険者数
‡

【改正後】
33万円 +27万 円 × 被保険者数

‡

(2)2割軽減基準額
【現行】

33万 円 +43万 円 × 被保険者数
*

× 被保険者数
‡【改正後】

33万 円 +49万 円

※ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医

療の被保険者に移行 した者を含みます。ただし、移行後も継統 して同じ世帯

であることが条件です。

改正の理由等
平成 28年 12月 22日 に平成 29年度税制改正の大綱が閣議決定され、こ

の中に、前記 1に記哉する内容の記述が盛 り込まれました。

この軽減判定所得の基準につきましては、地方税法で政令の定める基準に従

い、市町村の条例で定めることとなつています。 したがつて、当該大綱を受け

た地方税法施行令の一部改正があつた場合には、これに合わせて本市国民健康

保険税条例を改正する必要があります。

当該政令は、例年、3月 末に公布され、 4月 1日 から施行されます。当該政

令の公布を待つて直ちに条例を改正、公布 し、4月 1日 に施行するため、地方

白治法第 179条第 1項の規定に基づき、市長の専決処分により対応すること

といたします。

3 施行日

平成 29年 4月 1日

2



医療保険制度改革の背景と方向性

以下により、国民皆保険を将来にわたつて堅持

①医療保険制度の安定化(国保、被用者保険)

・病床機能の分化・連携、入院医療の適正化、
地域包括ケアの推進

・予防・健康づくりの推進、ICTの活用
・後発医薬品の使用促進

囚

医療費の適正化

2.改革の方向性

H24国民医療費中●前年比+6,300億 円
①入院医療費の増い。約6割 (3,800億円)

②75歳以上の医療費の増中●約7割 (4,300億円)

③医療の高度化による医療費の増
・がんの医療費の増(1,700億円)は医科医療費の増の3分の1

O少子高齢化の進展による現役世代の負担増

給付費中●後期高齢者は若人の約5倍

(年齢が高く医療費水準が高い等)

○増大する医療費

O

毎年約1兆円増加)約40兆円 (

:   ・ ・

1.改革の背景

(兆円 )

50.0
国民医療費の推移

|

後期高齢者と若人の一人当たりの給付費

85万円/年

16万円/年

―
|

L

16.0

０

０

０

０

０

０
．

０
．

０
．

０
，

０
，

20.6

2,.0

89

30,131.131,031.5
32.1

33.133.134。
1 34.836.0

後期高齢者医療費

ユユ.2 11・ 7 117 117 116 116 113 11.3 虫ユ4 12.0 12.7

40.1兆円(案績見込み)

(前年

37.438.639.2

14.2兆 円 (案嶺見込み)

133 13.7

¬

■

国民医療費

約5倍

4ユ

猛 気 撫 私盈盈盈∴晶晶晶爆浄濤‐鳥酔熱
平成24年度の一人当たり給付費実績



国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し)

困

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示 (標準的な住民負担の見える化)

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化 。広域化等を推進

O市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

しO

【現行】市町村が個別に運営

(構造的な課題 )

。年齢が高く医療費水準が高い

。低所得者が多い

。小規模保険者が多い

【改革後】

・資格管理(被保険者証等の発行)

・保険料率の決定、賦課・徴収

・保険給付
・保健事業

※被保険者証は都道府県名のもの

※保険料率は市町村ごとに決定

※事務の標準化、効率化、広域化を進める

O詳細については、引き続き、地方との協議を進める

が

など中心的役割

した

につし
2

市町村
市町村

市町村

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営に

中心的役割を異たす

・財政運営責任 (提供体制と双方に責任発揮)

・市町村ごとの納付金を決定

市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基や本

・市町村ごとの標準保険料率等の設定
。市町村が行つた保険給付の点検、事後調整

・市町村が担う事務の標準化、効率化、

広域化を促進

日保運営方針

(県内の統一的方針)

L

ロ

都道府

給付費に必要な費用を
に支払う(交付金の

目| 目

調整する役御Iを担うよう適切に見直す



改革後の国保財政の仕組み(イメージ)

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、
と

ヒ や、保険給付に必要な費用

を、全額、市町村に対して支払う(保険給付費等交付金の交付)ことにより、国保財政の「入り」と「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

O市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

現 行 改革後

“

道府県の口保特副会計

定率目庫負担 等

市町村の

国保特別会計

交付金

l① 保険給付に必要な費用
を、全額、市町村へ交付

②災害等による保険料の減

免額等が多額であること

や、市町村における保健

事業を支援するなど、市町

村に特別な事情がある場

合に、その事情を考慮して

交付

納付金 1

市町村の

国保特別会計

・定亭目庫負担
・保険料軽減 等

A市

支出収入

支出

日

収 入

公費

支出

同

収 入

△

保険料 保険給付費

保険料軽減 等

保険料  保険給付費

ヒ

3



医療■に係る納付金の計耳方法

市町村の納付金の額=(都道府県での必要総額)Xlα・(年齢調整後の医療費指数…1)+1)

Xlβ・(所得(応能)のシェア)+(人数(応益)のシェア)〕 /(1+β )

,        X γ

一 高額医療費負担金調整

+地 方単独事業の減額調整分

+財 政安定化基金の返済分・補填分 等

※l αは医療費指数をどの程度反映させるかを調整する係数(0≦ α≦1)

α=1の時、医療費水準を納付金額に全て反映。
α=0の時、医療費水準を納付金額に全く反映させない(都道府県内統一の保険料水準)。

※2β は所得のシェアをどの程度反映させるかを調整する係数であり、都道府県の所得水準に応じて設定することを原
則とする。

※3都道府県で保険料水準を統一する場合に、例外的に、収納率の多寡で保険料率が変化しないよう収納率の調整を
行うことも可能とする仕組みとする。

※4γ は市町村の納付金額の総額を都道府県の必要総額に合わせるための調整係数

※5後期高齢者支援金、介護納付金に係る費用については別途所得調整を行う算式により計算した後に納付金額に
加算することとする。

納付金算定の仕組みを数式にした場合のイメージ(高額医療費等について加味)
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標準保険料率を算定する考え方

O現状、国保の保険料は様々な要因 (※ )により差異が生じているため、他の市町村の保険料水準との差を

単純に比較することは困難な状況。

※市町村ごとに年齢構成や医療費水準に差があること、保険料の算定方式が異なること、決算補てん等目的の法的外繰入

を行つている市町村があること等

⇒ 都道府県が市町村ごとの標準保険料率を示すことにより、標準的な住民負担を見える化。

※ 将来的な保険料負担の平準化を進める観点から、都道府県は、標準的な保険料算定方式や市町村規模

別の標準的な収納率等に基づき、標準保険料率を算定することとする。

(イメー ジ ) ※A市とB町が同じ所得水準である場合 ②

全国統一ルールで

算出した場合

所得割 5.8%
均等割 22,000円

世帯割 9,000円
´

B町

実際の保険料率

(市町村が決定)

A市
所得割 100/o

均等割 50,000円

年齢調整後の医療費

水準に応じた負担

収納率向上等により、都道府県

が示す数値より引き下げが可能

当該市町村の

保険料算定方式で

算出した場合

A市 :

所得割 100/o

均等割 50,000円

B町 :

所得割 6%
均等割 23,000円

世帯割 10,000円
＼

市町村

標準保険料率

B町 :

所得割 6%
均等割 30,000円

(A市の6割 )代

A市 :

所得割 10%
均等割 50,000

雰
B町 :

240,000円

(A市の6割 )

A市 :

400,000円

B町 :

300,000円

一人当たり医療費

(年齢構成調整前) (年齢構成田整後)

A市 :

380.000円

都道府県

標準保険料率

所得割 8%
均等割 40,000円
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目保改革施行後の赤字解消に向けた道筋

赤字の主な要因

年度途中に医療費増や保険料収納不足等が発生

するために、決算補填のための繰入を実施

保険料水準の引き下げのために一般会計繰入を実

施

個別の保険料減免や地方単独事業の波及増補填

のために一般会計繰入を実施

解消に向けた道筋

納付金・保険給付費等交付金の仕組みの導入や財政安

定化基金の創設により、年度中の財政は安定化し繰り入

れの必要性は大幅に減少

都道府県が、標準保険料率を示すことにより、保険料を

見える化。あるべき保険料水準やその要因を把握等も踏

まえ、法定外繰入の計画的・段階的な解消・削減を実施

個別の保険料減免及び地方単独事業の波及増補填のた

めの一般会計繰入は、「決算補填等以外の目的」と整理
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法律上の国民健康保険運営協議会(都道府県、市町村)の位置付け

都道府県に設置される

国保運営協議会

(参考)改正後の国民健康保険法 (抜杵)

市町村に設置される

国保運営協議会

・国保事業費納付金の徴収
・国保運営方針の作成

その他の重要事項

・被保険者代表
・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表
・被用者保険代表

(*)「国民健康保険の見直しについて (議論
のとりまとめ)」 (平成27年 2月 12日 国

保基盤強化協議会)よ り

主な審議事項

委員

・保険給付
・保険料の徴収

その他の重要事項

・被保険者代表
・保険医又は保険薬剤師代表
・公益代表
・被用者保険代表(任意)

主な審議事項

委員

(国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第H条 国民健康保険事業の運営に関する事項 (こ の法律の定めるところにより都道府県が処理することとさ

れている事務に係るものであつて、… (略 )。
中国民健康保険事業費納付金の徴収、一 (略)…・都道府県国民健康

保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事

業の運営に関する協議会を置く。
2 国民健康保険事業の運営に関する事項 (こ の法律の定めるところにより市町村が処理することとされてい

る事務に係るものであつて、一 (略)…保険給付、 中0(略
)…・保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審

議させるため、 ヒ の の

3 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項 (・
・・(略)… )

を審議することができる。
4 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。



口保保険書 標準事務処理システムの連携(イメージ)

○ 国保保険者標準事務処理システムの各システムは、連携して、法令に基づく保険者の標準的な事務処理を支援する。また、都道府県
定める国保運営方針に基づき、地域の実情に応じた柔軟な運営が可能となるようパラメータ設定を可能とする。
O資 格管理や保険料の賦課、給付管理を適正かつ効率的に行うため、市町村の住基・税システム及び国保連合会の国保総合システムと
連携を前提に構築する。

標準事務処理
システム

口保事業報告
システム

システム

媒体運協

・国保事業費納付金等算定標準システムは、

財政運営の責任主体である都道府県が行う、

国保事業費納付金等の算定や財政安定化

基金の管理等を支援。

※ 国保速に運用管理を委託することも可能。

・ 市町村事務処理標準システムは、住民に身近

な事務として市町村が行う資格管理や保険料

の賦課・徴収等の標準的な事務処理を支援。

※ 場合によつては、導入により、市町村の運用ルール

を見直していただくことも必要。

国保事業報告システム

。国保情報集約システムは、市町村が行う資格管理及び給付事務のうち
都道府県単位で一元的に管理が必要な情報取得・喪失年月日情報及び
高額療養費の多数回該当に係る該当回数を管理し、市町村間における
情報連携等を支援。市町村は運用管理を国保連合会に共同委託。

市町村事務処理標準システム
又は市町村自庁システム

標準事務処理システム

柴
シ

ド

●

●

等

ム

標準

ア

付金

ス

納

算定

G

インタフエース

田保

情報集的
システム

標準事務処理システム

保険者
給付業務

レセプト
管理点検

保険者サービス系

診療報田
支払等

媒体運携

(注 )フアイル速協を行う場合には、増末の増設が必

保険者端末

レセプト
請求審査

審査支払系

― ―
“

田 ロ ー ′

田 ロ ロ ロ ー ロ ロ ロ ロ 田 口 ‐

処理のシステム )

オンライン

バッチ連携

国 保 総 合 シ ス テ ム (診察報田審査支払業務

日

,

ンオンライ

岬

1 
住民記億」

-

1税情報」

●

●

●

※既存の保険者ネットワーク(インフラ)を活用して効率的に環境を構築

は、事業報告システムとの

連携等。



国保制度改重の主な流れ (イメージ )

平成30年度

O医療費適正化

等に積極的に取

り組む保険者ヘ

の財政支援

新

制

度

の

施

行

都道府県による

財政運営

改正法の成立
(平成27年5月 27日 )～ ～ 平成29年度

O低所得者の多い保険者への財政支援

O地方向け説明会の開催

O厚生労働省と地方との協議

(制度・運用の詳細について)

※27年7月 に協議再開

◇政省令等の

制定

O新システムの設計・開発

◇ 平成30年度の

保険料率を検討・決定

蜘

蜘

国

都

道

府

県

市

町

村



同一部道府県内市町村間の住所異動に伴う多数回該当の引盤ぎ(案 )

平成30年度以降は、都道府県も国民健康保険の保険者となることに伴い、市町村をまたがる住所

の異動があつても、それが同一部道府県内であり、かつ、世帯の盤続性が保たれている場合にはヽ

い

を転入地に引継ぎ、前住所地から通算して被保険者の負担軽減を図る。

多数回該当

(12月 肉 4月 日)

市町村間

住所異動
多数回非該当

(1月 日及び 2月 日)

多数回該当

(4月 日)

多数回該当

(5月 日)

県内市町村間

住所異動
(4月 日)
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